
令和２年度 

国土交通大臣認定 

移送サービス運転協力者講習会 

（福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習） 

開催要綱 

 
 

●開催趣旨 

平成１８年１０月1日に道路運送法が改正により、福祉有償運送、公共交通空白地

有償運送、市町村運営有償運送に従事する運転者の要件の 1つとして、「国土交通大

臣が認定する講習を修了していること」が必要になっています。 

そこで本会では国土交通大臣より認定を受け、標記講習会を次のとおり開催しま

す。 
 

 

●主 催 

 群馬県住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会 
 
 

●後 援 

 社会福祉法人群馬県社会福祉協議会 
 
 
●期 日 

区分 開催日 開催場所 時間 

講義日程 令和２年 ８月３１日（月） 群馬県市町村会館 9時30分～17時 

 
実技日程① 
 
実技日程② 
 
実技日程③ 

 
令和２年 ９月１４日（月） 
 
令和２年１０月 ５日（月） 
 

令和２年１０月１２日（月） 
 

 
藤岡モータースクール 
 
沼田自動車教習所 
 
群馬県自動車教習所 

 
9時30分～17時 
 
9時30分～17時 
 
9時30分～17時 

 
 



●会場及び時間 

○講義会場 受付9時  開会9時30分～17時 

    令和２年 ８月３１日（月） 

  群馬県市町村会館 大研修室 

   住所 前橋市元総社町３３５－８ TEL:027-2９０-１３６６ 

 

○実技会場 受付9時  開会9時30分～17時 

    ①令和2年9月14日（月） 

藤岡モータースクール 

住所  藤岡市本郷字寺山１３９０   TEL０２７４－２３-６６６６ 

②令和２年１０月５日（月） 

沼田自動車教習所 

住所  沼田市横塚町１０８８－１３   TEL０２７８－２４-４８１１ 

③令和２年１０月１２日（月） 

群馬県自動車教習所 

住所  前橋市江田町４４８  TEL:０２７－２５１-２３２１ 

  ※新型コロナウイルス感染症に伴い、教習所の借用についても制限があります。 

そのため実施日程が分かれておりますので、ご理解ご了承のうえご参加くださ 

いますようお願いいたします。 

●募集定員 

 ９０名（実技会場は各３0名程度） 

※先着順、定員となり次第、締め切ります。 

※申込みの状況によっては、会場数を増減させる可能性もあります。 

●参加経費 

①１０，０００円（79条関係・住民参加型在宅福祉サービス団体会員含む） 

②１５，０００円（４条関係） 

※参加経費の中に、講義・実技・教材費（テキスト代）を含みます。 

●受講要件 

 ○新規事業所が推薦する運転者 

 ○既存事業所が推薦する運転者であって、過去に運転者講習を受けていない運転者 

  ※地域でのサービス提供の受給調整に伴い、未受講者の受講を優先させていただき 

ますので、予めご了承ください。 

●受講コース 

 ○福祉有償運送コース 

  福祉車両のみを使用して福祉有償運送を行っている法人又は行う予定の法人 

  ○セダンコース 

    セダン車両を使用(又は福祉車両と併用)して福祉有償運送を行っている法人又は行

う予定の法人 

  ※各法人の運送内容により、受講が義務づけられている講習が異なりますが、今回 

の講習は、同時開催で行なうため、両コースを終了することになります。 



●講習内容 

 （1）講義 

・移送サービスとは 

・移送サービスの利用者を理解する 

・移送サービスの運転について 

・移送サービスの法律を理解する 

・緊急時の対応とより安全・安心な運行のために 

・接遇・介助について 

 （2）実技 

・福祉車両について 

・演習（接遇・介助と車両の取扱いについて） 

・演習（運転実技演習・介助演習） 

・講評 

●参加申込 

別紙様式により各法人毎に申込書に必要事項を御記入の上、受講者の運転免許証の

コピーと移送サービスの許可書及び登録書のコピーを添えて申込ください。 

●参加の申込等 

 （１）締め切り  令和２年８月２１日（金）必着 

 ※１ 申込は先着順とし、電話予約等は受付できません。 

※２ 定員となり次第、締切ります。 

           ※3 参加者多数の場合は、事業所ごとに受講定員を調整させて

いただく場合がございますので、予めご了承ください。 

 （２）申 込 先  所定の申込書により、群馬県社会福祉協議会・地域福祉課 

（担当：伊井・草ケ谷）へ申し込んでください。(ＦＡＸ可) 

 （３）昼  食  昼食は各自でご用意ください。 

●注意事項 

（１）2日間（講義及び実技）の全日程受講しない場合、会場を間違えた場合、遅刻 

した場合、受講状況等に問題が見られる場合など、国土交通大臣の認定条件に 

より修了を認めない場合等があります。その場合参加経費の返還はいたしません。 

（２）今回の講習会は福祉有償運送運転者講習とセダン等運転者講習となります。 

（３）実技会場の日程は、ご希望のとおりにならない場合もあります。 

（４）申込時に提出いただいた個人情報は、群馬県住民参加型在宅福祉サービス団体 

連絡会個人情報保護に関する方針及び群馬県社会福祉協議会個人情報保護規程 

に従い本講習会運営に使用し、それ以外の目的では使用いたしません。 

（５）参加者の受講結果を事業所に連絡させて頂く場合があります。 

（６）新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、手洗い、マスクの着用、体調管理 

にご留意のうえご参加くださいますようお願いいたします。 

●お問い合わせ  群馬県住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会 

群馬県社会福祉協議会 地域福祉課 (担当：伊井･草ケ谷) 
         〒371-8525 前橋市新前橋町13-12 

         TEL:027-255-6111 / FAX:027-255-6173 
               E-mail jyusan@g-shakyo.or.jp 

mailto:jyusan@g-shakyo.or.jp

